
１１．不納欠損処分の状況 

 

◎ 平成２８年度の不納欠損処分額（国保税を除く全税目）は約４３．６億円で、平

成２７年度の約４７．８億円と比べ、８．７％減となっている。 

◎ 徴収権の時効完成   ２，２７３百万円（前年度比１６．９％減） 

◎ 滞納処分停止の継続  １，００２百万円（前年度比１０．８％増） 

◎ 納税義務の即時消滅  １，０８６百万円（前年度比 ４．６％減） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 不納欠損処分額は、平成２４年度は５年ぶりに増加したが、平成２５年度から減

少が続いている。 

特に、徴収権の時効完成によるものが減少した。（１６．９％減） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１－１図 

１１－２図 
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